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医 療 機 関 番 号 医 療 機 関 名 称 医 療 機 関 所 在 地 病床数 受 理 内 容

010,487,8 かじはら歯科医院 〒631-0801
奈良市左京２丁目３番地
の１ローレルスクエア高
の原５番館５号

歯科外来診療感染対策加算１
　　　（外感染１）第460号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 7月 1日

010,622,0 野阪歯科医院 〒631-0021
奈良市鶴舞東町２番１０
号

小児口腔機能管理料の注３に規定する口腔管理体制強化加算
　　　（口管強）第210号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 7月 1日

010,631,1 学園前アップル歯科お
となこども矯正歯科

〒631-0036
奈良市学園北１－９－１
パラディ南館５Ｆ

歯科訪問診療料の注15に規定する基準
　　　（歯訪診）第583号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 7月 1日

040,049,0 とよだ歯科医院 〒633-0061
桜井市上之庄２７８－１

小児口腔機能管理料の注３に規定する口腔管理体制強化加算
　　　（口管強）第209号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 7月 1日

070,064,2 やすらぎ歯科医院 〒636-0201
磯城郡川西町下永１２７
３－２５

初診料（歯科）の注１に掲げる基準
　　　（歯初診）第805号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 5月29日
歯科訪問診療料の注15に規定する基準
　　　（歯訪診）第581号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 5月29日
ＣＡＤ／ＣＡＭ冠及びＣＡＤ／ＣＡＭインレー
　　　（歯ＣＡＤ）第716号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 5月29日
クラウン・ブリッジ維持管理料
　　　（補管）第1270号　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 5月29日

090,108,3 医療法人　近山歯科医
院

〒632-0052
天理市柳本町７０２－１

歯科技工士連携加算２
　　　（歯技連２）第174号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 6月 1日

090,109,1 医療法人健康会　プラ
ム歯科

〒632-0075
天理市西井戸堂町４５５
－２－３号室

初診料（歯科）の注１に掲げる基準
　　　（歯初診）第806号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 6月 1日
歯科訪問診療料の注15に規定する基準
　　　（歯訪診）第582号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 6月 1日
クラウン・ブリッジ維持管理料
　　　（補管）第1271号　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 6月 1日

120,116,0 医療法人きたよし歯科
医院

〒634-0014
橿原市石原田町２７８番
地の１１

有床義歯咀嚼機能検査２のロ及び咬合圧検査
　　　（咬合圧）第71号　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 7月 1日

180,112,6 いわい歯科クリニック 〒639-0251
香芝市逢坂八丁目２２５
番地１

レーザー機器加算
　　　（手光機）第159号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 7月 1日

190,025,8 やまぐち歯科 〒636-0002
北葛城郡王寺町王寺１－
１－７

有床義歯咀嚼機能検査２のロ及び咬合圧検査
　　　（咬合圧）第72号　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年 7月 1日


